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１． 親会社、支配株主（親会社を除く。） 又はその他の関係会社の商号等
議決権所有割合 （％）

株式会社東京証券取引所 プライム市場
33.42 0.05 33.47 株式会社名古屋証券取引所 プレミア市場

18.38 0.19 18.58 株式会社東京証券取引所 プライム市場

２． 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

(1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引
関係や人的・資本関係

(2024年３月31日現在)

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 中 一 馬
( コ ー ド 番 号 9110

問 合 せ 先 企画グループマネジャー佐藤 義則

各　　位

会 社 名 Ｎ Ｓ ユ ナ イ テ ッ ド 海 運 株 式 会 社

(2024年３月31日現在)

商号・名称 属性
　　　　　発行する株券が上場されている
　　　　　金融商品取引所等

直接
所有分

合算
対象分

計

支配株主等に関する事項について

日 本 製 鉄
株 式 会 社

その他の
関係会社

証 券 会 員 制 法 人 福 岡 証 券 取 引 所
証 券 会 員 制 法 人 札 幌 証 券 取 引 所

日 本 郵 船
株 式 会 社

その他の
関係会社

日本製鉄株式会社は、当社の筆頭株主であると同時に、当社グループの外航・内航輸
送の主要荷主であり、当社グループは主に鉄鋼原料と鋼材の輸送サービスを提供してお
ります。
また、当社の主要株主である日本郵船株式会社とは、船舶を共有するなど良好な関係を
維持しております。

日本製鉄株式会社
及び日本郵船株式会社

名　称 理　由

３． 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

   日本製鉄株式会社は、当社の議決権を33.42％所有する筆頭株主及びその他の関係会社であり、当社
グループの日本製鉄株式会社の企業グループに対する売上比率は、約48.9％(連結)となっています。
   日本郵船株式会社は、当社の議決権を18.38％所有する第二位の株主及びその他の関係会社であり、
当社は同社グループとは曳船１隻（内航）を共有しています。
   なお2024年３月31日現在における当社役員13名のうち、親会社等の役員の兼務状況は以下の通りです。

役職 氏名
親会社等またはその

グループ企業での役職
就任理由

社外監査役 山本　昌平
日本郵船株式会社

アドバイザー
 経歴等により、当社の監査体制の
一層の強化を図るため

社外監査役 小林　二郎
新日本電工株式会社
取締役専務執行役員

 経歴等により、当社の監査体制の
一層の強化を図るため

注)監査役小林二郎氏は、2024年３月27日付で退任するまで、日本製鉄株式会社の執行役員でありました。
　 なお、2024年３月28日付で、新日本電工株式会社取締役専務執行役員に就任しております。
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(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やその
グループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

(3) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

４． 支配株主等との取引に関する事項
当連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日）
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(注) １. 運賃､その他の取引条件は､市場価格､当社の原価を勘案して､上記会社と交渉の上､決定しております｡
２. 取引金額には賃積船の運賃が含まれており､運賃は航海完了基準で計上されております。また､商社等

を経由したものが含まれております｡

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

(注) １. 運賃決定､その他の取引条件は､コスト及び市場の実勢価格を勘案し､毎期交渉の上､決定しております｡
２. 取引金額には賃積船の運賃が含まれており､また､実質的に日本製鉄株式会社との取引である

日鉄物流株式会社に対するものを含んでおります｡

以　上

日本製鉄株式会社は当社にとって、外航・内航輸送の主要荷主であり、主に鉄鋼原料と鋼材の輸送サービスを
提供しておりますが、そのことにより事業の制約を受けることはありません。但し、同社の企業グループに対する売
上比率が約48.9％(連結)となっていることから、同社の生産・販売動向が当社の経営成績に影響を与える可能性
があります。

事業活動を行う上で、親会社等からの事業上の制約はなく、取引面においても一般の取引条件と同様に決定し
ております。当社は両社との間に両社の承諾が必要な事項やガバナンスに関わる契約はなく、両社の議決権比率
は各々過半数に満たないことから、当社は親会社等から一定の独立性が確保されていると考えております。


